
日之影町農業委員会 第２５回総会 
 

開催日時 ： 令和７年８月２６日（火） 午前９時開会 

開催場所 ： 役場 町民ホール 

出席委員 ： 甲斐 幹男   松本 貴美子   穂積 ミサ子  山本 英二     

佐藤 陽子   矢通 広信     

桝田 隆盛   甲斐 直     髙岡 光美   中川 今朝久   

押方 徹    甲斐 秀人    大村 直登 

  欠席委員 ： 今村 浩二三  工藤 昭一    一水 秀樹 

議事日程 ： ① 議案第７３号 

           「農地法第３条の規定による許可申請について」 

         ② 議案第７４号 

           「非農地証明交付申請の承認について」 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議長 

 

 

 

 

 

 只今から第２５回の総会を開催いたします。 

 本日、お願いします審議は、議事日程のとおりであります。 

 はじめに、議事録署名委員を指名します。 

 ２番 松本 貴美子 委員、４番 穂積 ミサ子 委員にお願いします。 

 それでは、これより審議に入ります。 

議長 

 

 議案第７３号「農地法第３条の規定による許可申請について」を議題とします。 

 本案について、事務局の説明を求めます。 

 

事務局 

 

 （議案第７３号朗読・説明） 

議長 

 

 以上で、事務局の説明は終わりました。続いて、桝田委員の説明をお願いします。 

桝田委員 

 

説明いたします。 

 現地につきましては、事務局と８月４日に確認しました。 

 譲渡人の羽賀 畩光さんは、７８歳、白仁田集落にお住まいです。 

 譲受人の羽賀 文俊さんは、４５歳で譲渡人の息子であり、役場に勤めています。 

 今回、畩光さんより息子に所有権を譲りたいと、申請があがってきました。 

  

ご審議をお願いいたします。 

 

議長 

 
 以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。挙手をしてご意見を出して下

さい。 

  

桝田委員 

     
地図を見てもらえば分かりますが、羽賀さん宅は白仁田集落の一番最初の家です。 

家の下の田んぼは米が植えてありました。 

  

議長 

 

この畑だが、梅と栗が植えてあるのかなと思うが、まだ大丈夫か、管理されているの

か。 

 

桝田委員  梅の収穫後だったので草は伸びていたが管理はされていた。 

 

議長  この地域は今も梅が多いのか 

 

事務局  そうですね、梅が主流です 

 

議長 

 
 他に意見はありませんか、どうですか。 

 意見がないようなので、採決をします。 

 これより採決します。議案第７３号「農地法第３条の規定による許可申請ついて」賛

成の方の挙手を求めます。 

  

 ありがとうございます。全員賛成です。 

 よって、議案第７３号「農地法第３条の規定による許可申請について」申請のとおり

許可します。 

  

議長 

 
 次に、議案第７４号「非農地証明交付申請の承認について」を議題とします。 

 本案について、事務局の説明をお願いします。 

 



事務局   （議案第７４号朗読・説明） 

 

議長   以上で、事務局の説明が終わりました。続いて、穂積委員の説明をお願いします。 

 

穂積委員 

 
 現地について事務局と８月４日に確認しました。 

 甲斐真吾さんは５２歳、椎谷集落にお住まいです。 

 平成１２年に牛舎を取り壊して新築しており、当時牛舎だったことから、ずっと宅地

と思っており、相続の際に農業振興地域で畑だったこと分かり、今年の１月に農振地除

外の申請をして許可がおり、今回の申請の運びとなっています。 

 本人と会って話をしましたが、本人もびっくりしており、まさかこうなっているとは

思わなかったと話していました。 

 

 ご審議をお願いします。 

 

議長  以上で説明が終わりました。 

 事務局の補足説明をお願いします。 

 

事務局  平成１２年、１２月に家を建てておられますが、元々、牛舎があった場所を取り壊し

て建てており、ずっとここは宅地と思っていて、相続の際に畑であることがわかったと

ころです。４条申請になるのではと思いましたが、１２年に新築なので、家が建って２

５年以上経過していること、今更４条申請はおかしいのではないかと考え、顛末書をつ

けて非農地証明でよいのではと判断しました。 

  

議長  この件に関しては、非農地扱いにということですが、以前にも建物が建ったあとから

非農地証明をかけた案件があること、また、築後何年もたっていることを鑑みて、非農

地証明でということです。 

 ここは、またがって建てているのか 

 

事務局  そうです。 

 現在、駐車場になっているところが畑で、家が建っているところは以前、牛舎が建っ

ていたということです。 

畑と宅地があいまいな状態であったと考えられます。 

 令和２年に山本瓦店倉庫と、令和５年に富高さんの案件が、非農地証明で処理されて

います。 

 

議長  築後、２５年以上たっているので、この取り扱いで良いか。 

 それでは、採決します。 

 議案第７４号「非農地証明交付申請の承認について」賛成の方の挙手を求めます。 

 

 ありがとうございます。全員賛成です。 

 よって、議案第７４号「非農地証明交付申請の承認について」は承認されました。 

  

 以上で、本日予定しておりました議案は全て終了しました。ありがとうございました。 

 

 

 

 


